
 

　新型コロナウイルスワクチンの市民への円滑な接種を実施するため必要となる経費の予算措置に

ついて、議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がない

ことから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和３年９月

３０日に専決処分したものである。

　補正予算の主な内容

１　歳入

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金について予算化する。

　　する。

(2) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金について予算

　　化する。

２　歳出

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費について増額及び予算化

 する。

 ・職員手当等（時間外勤務手当（職員人件費））

 ・報酬（会計年度任用職員報酬（会計年度任用職員人件費））

 ・職員手当等（期末手当（会計年度任用職員人件費））

 ・旅費（費用弁償（会計年度任用職員人件費））

 ・報償費（医師謝礼金等）

 ・需用費（消耗品費等）

 ・役務費（通信運搬費等）

 ・委託料（コールセンター等業務委託料等）

 ・使用料及び賃借料（有料道路通行料及び駐車場使用料等）

問い合わせ

八潮市企画財政部財政課　

電話 048-996-2111 内線306・477

　令和３年度八潮市一般会計補正予算（第６号）に係る専決処分について

補正前予算規模 36,305,144千円

今 回 補 正 規 模 438,643千円

補正後予算規模 36,743,787千円

224,237千円

214,406千円

438,643千円

(10,920千円)

(3,278千円)

(673千円)

(179千円)

(72,400千円)

(3,784千円)

(41,546千円)

(305,210千円)

(653千円)


